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Ⅰ 序 論

イギリスは, 伝統的に, 承認組合が労働者代表

の地位を独占するという ｢シングル・チャンネル・

アプローチ｣ がとられてきた国である｡ そして,

労働者の直接代表制や事業所委員会といった制度

は, ごく最近まで存在しなかった｡ シングル・チャ

ンネル・アプローチは, 労使関係への介入に対す

る国家の謙抑性とともに, 19 世紀から続くイギ

リスの労使関係の特質であったといえる1)｡ 1954

年には, Kahn-Freund が, イギリスの労使関係

は労使自治を通じて発展していると分析してい

た2)｡ 彼は 1970 年代末にも, ｢多くの局面で法が

今日の集団的労働関係に決定的な方法で介入して

いる｣ にもかかわらず, ｢そのような介入は……

補完的なものにとどまり, 決して自治の原則に反

するものではない｣ と述べている3)｡ イギリスの

労使関係モデルは使用者と労働組合との闘争的関

係を本質としており, シングル・チャンネル・モ

デルはそのモデルの中核を形成していたのである｡

しかしこのような構図は, 過去 10 年ほどで変

わりつつある｡ 国家が労使関係へ積極的に介入す

るようになり, EU からも集団的労働者代表制度

の構築に関する圧力が高まっているためである｡

現労働党政権は, 使用者と被用者間の ｢闘争｣ の

概念を, ｢パートナーシップ｣ の促進に置き換え

るプログラムへ着手すると宣言している (｢労働

における公正｣ 白書4))5)｡ 政府は, 以下のように述

べている｡

……個別雇用契約は, 必ずしも対等な当事者間

の合意ではない｡ 賢明な使用者と被用者は, 職場

における公正さに関して, 全被用者の公正な代表

が存在することが基本的に望ましいと認識してい

るであろう｡ 働く者が集団的に代表されることは,

被用者の公正待遇を保障する最良の方法となりう

るものであり, 使用者と被用者の双方から望まれ

る選択肢でもある6)｡

EU では, 柔軟で生産的な職場を実現するため

に, 労働者への情報提供および労働者との協議が

クローズアップされている｡ 欧州委員会によると,

労働者自身が変化の過程への関与を欲しているの

みならず, 事業所や企業レベルにおける被用者の

参加メカニズムを強化することによって, 組織の

柔軟性も高められるのである (緑書 ｢新たな職場

組織のためのパートナーシップ｣)7)｡

このような流れを受けて, イギリスでは二つの

変化が起きている｡ 一つめは伝統的組合をめぐる

変化であり, 組合自体の著しい弱体化と, 団体交

渉が主として事業所・企業レベルで行われるよう

になったことが挙げられる｡ 二つめの変化は, ご

く近年になって, 大陸型の労使協議システムの影

響を受けた, 新たな労働者との協議メカニズムが

整えられつつあることである｡ EU 発のこの動き

は, いまやイギリス国内の労働組合運動からかな
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りの支持を受けている｡ たとえ使用者に承認され

なくとも, 労働者代表選挙に候補者を出すことで

職場への足がかりを得る機会が与えられることに

なるため, 衰退しつつある組合運動の頼みの綱と

なっているのである｡

Ⅱ イギリスの労働組合の概観

1 イギリスの労働組合主義の概説

イギリスにおける 2004 年の労働組合の構成員

は 678 万人であり8), 雇用人口の 26％にあたる

(図 1 参照)｡ これは 1945 年以来最低の数字であ

るとともに, 減少し続けている (2003 年からは

0.5％にあたる 3 万 6000 人減少している)9)｡ 組合員

は, 保守党が政権の座についた 1979 年から 480

万人も減少した｡ また, その分布も公的部門と民

間部門とで大きな差がある｡ 2004 年には, 民間

部門の被用者のうち組合員は 5 分の 1 未満 (17.5

％) であり, 2004 年の間に 1％も減少している10)｡

これに対して, 公共部門では 5 人に 3 人 (58.8％)

が組合員であり, 2004 年の減少は 0.3％にとどま

る｡ ただし, 公共部門の組合員数は, 公共部門の

規模増大にともなって 2004 年に 13 万 8000 人ほ

ど増加している11)｡

また, 組合の数12)も減少しており, ピークの

1920 年には 1384 あったものが13), 現在では 186

にすぎない (2004 年は 195 であった14))｡ 組合数の

減少は, 組織率の低下のみならず, 組合の合併15)

や組合員の移動も影響している｡ 最も重要な合併

のひとつは, 健康サービス組合である COHSE と

公共部門の組合である NALGO と NUPE による,

UNISON (Public Service Union) の形成であっ

た16)｡ その結果, UNISON は, 輸送一般労働組合

(TGWU)17)を抜き, 130 万人の組合員を擁する最

大労組となった｡ そして今や, それぞれ 25 万人

超の構成員を擁する 11 の組合によって, 全組合

員のほぼ 4 分の 3 が占められている計算になる18)｡

しかし, Amicus や GMB のような大規模組合に

おいてですら, 2004 年から 2005 年にかけて, 10

万人を超える組合員の激減が報告されている19)｡

組合合同の傾向は, 防衛的な対応だと考えられ

る｡ すなわち, 組合員数の減少に直面した組合が,

過当な組合員獲得競争を回避したり, ｢規模の経

済｣ を通じて財政危機を乗りきろうとして, 組織

の合理化を模索しているのである20)｡ しかし, か

つてのクラフトユニオンが残っていることや, こ

れまで組合承認に関する規制が事実上なされてこ

なかったこと (後述) によって, 一企業一組合と

いった慣行は形成されず21), 複数の交渉パターン
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が併存している｡

ただし, 1980 年代には, たとえば南ウェール

ズのピレッリの工場のような製造業の新興領域に

おいて, 特定の組合のみを交渉の相手方とする単

一組合協約がみられた22)｡ この種の協約は, 1991

年の労働組合会議 (TUC) の総会において伝統的

な組合主義とは相容れないと非難されつつも, 後

にサービス産業へと広まっていった23)｡ ただし,

単一組合職場は複数組合職場よりも組合の影響力

が弱い傾向がある｡ 実際, 複数組合職場では組合

員割合が 72％であるのに対して, 単一組合の職

場では 46％にすぎない24)｡

組合が労働者を法的に有効に代表するためには,

原則として 3 つの要件が満たされなければならな

い｡ 第 1 に, 当該組織が制定法所定の ｢労働組合｣

の定義を満たしていること｡ 第 2 に, 当該組織が

使用者から独立した自主的な組織であること｡ そ

して第 3 に, 当該組織が使用者から承認されてい

ることである｡ 以下, それぞれの要件について検

討する｡

まず, 制定法による ｢労働組合｣ の定義は,

｢一時的なものであれ継続的なものであれ, 専ら

または主として 1 つまたは複数の種類の労働者に

よって構成され, その主要な目的のなかに各労働

者と使用者またはその団体との関係を規制するこ

とを含んでいる組織｣ とされている (1992 年労働

組合労働関係統合法 (TULR(C)A) 1 条)25)｡ 現在は,

被用者の約半数 (48.4％) が労働組合のある職場

で働いている｡ しかし, 組合がある職場は, 公共

部門 (84.7％) に比べて, 民間部門ではかなり少

ない (34.2％)26)｡

次に, 組合が ｢自主的｣ であるとは, ｢使用者

または 1 つもしくは複数の使用者団体の支配や統

制下になく, かつそれらの介入の対象とならない｣

ことを意味する (同法 5 条)｡ この要件を満たす

労働組合は, 公的な認証官に対して, 自主的組合

であることの認証を申請することができる27)｡

最後の要件である ｢承認｣ には, 複雑な問題が

含まれている｡ 制定法における承認の定義は循環

論法であり, ｢承認｣ は ｢使用者もしくは複数の

関連使用者による, 団体交渉を目的とする一定程

度の承認｣ を意味すると規定されているにすぎな

い (同法 178 条 3 項)｡ また, 組合承認に関する正

式な手続や基準もない｡ これは, 組合承認やその

解消の問題を当事者の自治に委ねようという姿勢

の現れである｡ もっとも, 1999 年雇用関係法に

よって法定組合承認制度 (後述) が制定されたこ

とで, この状況はやや変化している28)｡ 組合は,

説得を通じて承認を達成したり, 承認解消を回避

したりするようになった29)｡ このことは, 団体交

渉ではなく, 個別の苦情処理や賃金以外の交渉の

目的のためだけの承認を導きかねない｡ 法定承認

制度は, 組合の労働者代表としての実効性を制限

し, また, 政府が過去 10 年ほど他の労働者代表

の形態を設けることで埋めようとしてきたいわゆ

る ｢代表の溝｣ を, むしろ生じさせることになり

かねない｡

実態としては, 被用者のうち 44.3％にあたる

約 1000 万人が, 承認組合のある職場で働いてい

る30)｡ しかし, 組合の組織率は, 承認組合がない

職場よりも, ある職場においてむしろ低下してい

るようである31)｡ また, 1997 年時点では, 被用者

の 35.5％が団体交渉で設定された賃金の適用を

うけていた32)｡ ただし, 承認の比率も公共部門と

民間部門とでは大きな違いがある｡ 職場で組合が

承認されている (｢良い使用者モデル｣ とよばれる)

のは, 公共部門の被用者では 79％であるのに対

し, 民間部門の 25 人以上の職場で働く被用者で

は 32％にすぎない33)｡ しかも, たとえ組合が承認

されていても, 必ずしもすべての被用者が団体交

渉によって賃金を決定されているわけではないこ

とに注意が必要である｡ 賃金その他の労働条件に

関する団体交渉のために承認された組合の数は,

1980 年から 1990 年にかけて約 20％も減少してい

る｡ この減少には, 1980 年代に設立された民間

部門の事業所における, 組合承認率の低さが原因

となっているとみられる34)｡

また, 企業が承認を解消したり, 自発的な組合

承認を打ち切ったりする傾向も著しい35) ｡

Beaumont と Harris によれば, 1984 年から 1990

年の間に, 民間部門の調査対象企業のうち肉体労

働者を雇用する 3.9％の企業および非肉体労働者

を雇用する 3.1％の企業において, 承認解消36)が

みられる37)｡ これに, 従業員から組合員がいなく

No. 555/October 200642



なったことによって承認が解消された事例を加え

ると, 承認が解消された企業は肉体労働で 9.5％,

非肉体労働で 7％にものぼる｡

このような状況を, Brown らは, ｢手続的個別

化｣ すなわち, 労働条件を決定するための集

団的なメカニズムの欠如 と表現している｡ 以

上より, イギリスの組合をめぐる現状をまとめる

と, 組合員数や組合承認は減少し, 半数以上の労

働者が承認組合のない職場で働いているが, 民間

部門にはほとんど組合の影響力はなく, 承認組合

は公共部門に偏在している, ということになろう｡

2 なぜ組合員が減少し続けているのか？

イギリスにおける組合員の減少は, かつて組織

率の高かった産業, とりわけ建設業と製造業にお

ける雇用の衰退38)と, 企業の経営方針の変化とが

一因となっている｡ 近年よくみられる新しいタイ

プの職場, すなわち, サービス産業の小規模企業

で, パートタイム労働者ばかりを雇用するような

職場は, 承認組合をもたない傾向にある39)｡ この

傾向は, 自由市場政策や民営化の拡大によっても

強められている｡ また, 論者の中には, 1979 年

以降の保守党政権の組合に対する敵意の増大が,

組織率低下の原因となったとみる者もいる40)｡ 保

守党政権は, 労働組合が市場の自由な営みに対す

る重大な障害であるというハイエクの考え方に強

い影響をうけており41), さまざまな形でこの敵意

を現実化させた｡

第 1 に, 組合や団体交渉を支えるための公的制

度が次々に弱体化, あるいは廃止させられた｡ た

とえば, 国民経済開発審議会 (NEDC) や雇用促

進委員会 (MSC) どちらも TUC の指名した

委員が入っていた は廃止され42), 助言斡旋仲

裁局 (ACAS, ここにも TUC の指名した委員が入っ

ていた) の職務からは, 団体交渉の拡大や改善の

奨励が削除された43)｡

第 2 に, 保守党政府は公共部門における団体交

渉をサポートすることをやめ, 賃金決定の分権化

へ圧力をかけた｡ これによって, 特にその後民営

化された部門において, 長らく確立していた全国

的な交渉構造が侵食されることとなった44)｡

第 3 に, 組合の中核的な機能や使用者の関係に

対して, 積極的な介入がなされた｡ この介入は複

数の立法でなされたが, 現在では 1992 年労働組

合労働関係統合法 (TULR(C)A) という一つの制

定法に統合されている45)｡ 決定的だったのは, 不

法行為における組合の免責特権を奪うことによっ

て, 争議行為の範囲が制限されたことである46)｡

なお, 現労働党政権も, 保守党政権下におけるこ

れらの立法を覆す考えがないことを明らかにして

いる (前掲 ｢労働における公正｣ 白書参照)｡

組合にとっては, 司法の反組合的な判断も逆風

となった｡ たとえば, Associated Newspapers v

Wilson 事件貴族院判決47)では, 組合員となる権

利48)や組合活動をする権利49)は, 単に組合に所属

する権利のみを意味するとされた｡ すなわち, 組

合員が使用者との交渉において, 組合の援助を要

求する権利などは認められなかったのである50)｡

この事件の発端は, 使用者が従業員に対し, 団体

交渉によって設定された労働条件の適用をうけな

いという個別契約に合意した場合は賃金を増額す

ると申し入れたことであった｡ 原告は, この使用

者の行動が ｢組合員であることを理由とする解雇

以外の行為 (労働組合労働関係統合法 146 条)｣ に

該当し, 違法だと主張したのである51)｡ 第 3 審の

控訴院判決では, 労働組合の組合員であることと

組合固有のサービスを利用すること (ここでは組

合の交渉によって労働条件を設定すること) との間

には明確な区別はないとして, 使用者の同法 146

条違反を認定した52)｡ しかし, 最上級審である貴

族院は, ある被用者には与えられた権利を別の被

用者に与えないことは, その目的がいかなるもの

であれ ｢不作為｣ であって, 同条で禁止される

｢行為｣ にはあたらないと判断した｡ 同判決が出

たことで, 使用者は組合員に対する差別的待遇を

とりやすくなった53)｡ このような法解釈は, 周知

のとおり欧州人権裁判所がイギリスを非難してか

ら変化してはいるものの, ある意味, 組合に対す

るイギリス司法の敵意を象徴するものだといえよ

う｡

Edwards らは, 上記の法解釈が, 1987 年以降,

使用者の組織化への抵抗を間接的に後押ししたと

分析している｡ このような法的状況下では, 現在

に至るまでの組合員数の減少は, 決して驚くべき
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事態ではないのである｡ ただし, 組合員数の減少

はイギリスに限ったことではない｡ 1980 年代と

1990 年代には, 組合により親和的な国でさえも,

同様の事態を経験しているのである54)｡

Ⅲ 労働者参加の形態

1 序

労働者代表に関する規制のあり方は, 原則とし

て国内法的な問題である｡ そして, イギリスは,

自発的な団体交渉を重視する立場をとってきた55)｡

これに対して EU は, 企業の意思決定機関に労働

者代表の役割を与えようとし, 情報提供や協議と

いう形態での労働者参加に力を入れてきた｡ EU

がそのような形態の労働者参加を重視する理由は,

これが賃金や団結の自由, ストライキ, ロックア

ウトに関する権能をもたないことが挙げられる

(もっとも, 1989 年の社会憲章ではこれらの権利が与

えられることが望ましいとされている)56)｡ その一方

で, 高度な技術と高度の生産性に基づいた信頼度

の高い職場を発展させるという, EU のアジェン

ダには合致しているのである｡

2 団体交渉

1 団体交渉に対する法的サポート

使用者 [団体] と承認組合との団体交渉は, 労

働者代表の最も強力な形態であるといえる｡ イギ

リスでは, この団体交渉を 4 つの方法でサポート

してきた｡

まず第 1 に, 組合員に特別な権利を与えること

によって, 団結の自由を保障している｡ たとえば,

労働組合員であることを理由とする採用拒否は禁

止されている (1992 年労働組合労働関係統合法 137

条)｡ また, 組合員資格や組合活動, 組合のサー

ビス利用を理由とする解雇は自動的不公正解雇と

され (同 152 条), 同じ理由に基づく解雇以外の

不利益取扱いも禁止される (同 146 条)57)｡ ただし,

146 条は解雇以外の ｢行為｣ を禁止すると定めて

おり, これに関して前掲 Wilson 事件貴族院判決

が狭い解釈を示したのは前述のとおりである｡ 後

にイギリスは, 欧州人権裁判所判決58)によって非

難された｡ 同裁判所は以下のように述べている｡

……組合に加入する権利にとっては, 被用者が

自由に組合に代表され, または自らのために訴訟

をおこすことを組合に命じたり許可できることが

不可欠である｡ もし労働者がそうすることを禁じ

られているとすれば, 労働組合に加入する自由に

とって, 利益擁護は幻想でしかない｡

これを受けたイギリスは, 使用者の利益誘導を

禁ずる新たな条項を設け, 同法 146 条を修正した

(1992 年労働組合労働関係統合法 145A 条および

145B 条)｡ しかしこの改革は, 組合が固有の権利

を有するとした欧州人権裁判所の見解とは異なり,

あくまでも労働者個人の権利の拡充にとどまって

いる59)｡

団体交渉に対する第 2 のサポートは, 法による

組合承認の奨励である｡ 最初に, その前提となる

状況を簡単に説明しておこう｡ 集団的自由放任主

義の伝統によって, 組合承認は原則として自発的

なプロセスでなされてきた｡ そして, どの労働組

合を承認するか, また承認の条件をどのように設

定するかなどは, 基本的に使用者の自由とされる｡

承認合意は実務上書面化されることが多いが, 法

的な要件とはされていない｡ このように組合承認

に一定の形式が要件とされないことは, 使用者が

容易に承認を解消できることにつながっている｡

もっとも, 使用者の組合承認を奨励するインセン

ティブとして, 組合の承認要求に関係した労使紛

争であることは争議行為の免責の理由の一つとさ

れている (1992 年労働組合労働関係統合法 244 条 1

項 g 号)｡

現労働党政権は, 組合承認の減少をくい止める

ため, 強行的な法定承認手続 (SRP) の導入を

1997 年の選挙公約とした｡ そして, 1999 年雇用

関係法が成立した (1992 年労働組合労働関係統合

法に法定承認手続を定める付則 A 1 が付け加えられ

た)｡ この手続は強行的な承認制度を導入するも

のであるが, その目的は, むしろ自発的または半

自発的な承認を促すことにおかれている｡ では,

具体的な手続の流れを簡単に概観しよう｡ まず,

この手続は 21 人以上の職場が適用対象となって

いる｡ 承認を求めようとする自主的組合は, 使用

者に対してその旨の申し出をしなければならない｡
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使用者がこれを拒否した場合は, 案件は行政機関

である中央仲裁委員会 (CAC) へと移る｡ CAC

は, まず組合の要求を受理するか否かを判断し,

受理する場合は適切な交渉単位を決定する｡ もし

組合が当該交渉単位の過半数が組合員であること

を立証できれば, 自動的に承認がなされる｡ そう

でない場合は, CAC は使用者に秘密選挙を行う

よう命じることができる｡ 選挙の結果, 有効投票

の過半数かつ交渉単位の労働者の 40％以上が承

認を支持することが明らかになれば, CAC は承

認を命じ, 使用者と組合は団体交渉のための体制

を整えなければならない｡ ただし, 法定承認に基

づく団体交渉は, 賃金, 労働時間, 休暇に関する

交渉に限られる｡ 過去のデータによれば, SRP

が施行された最初の 5 年間で CAC の受理した件

数は 272 件であった｡ このうち, 自動的承認は

52 件であり, 選挙による承認は 72 件であった｡

また, 44 件では組合が選挙に敗れている｡ 結局,

法定承認の適用を受けているのは約 2 万 3000 人

にすぎない60)｡

同手続への評価は割れている｡ 申請件数が

CAC の予想を下回った (年間 150 件の予想に対し

て 80 件ないし 100 件にとどまっている) ことから,

むしろ同手続が期待された結果を達成していると

みる見解もある｡ すなわち, SRP によらない組

合承認が促進されているというのである61)｡ 実際,

この ｢影の｣ 効果によって, 1800 件もの新たな

自発的承認がなされ, 80 万人以上の被用者が適

用を受けているとされる62)｡ また, 論者の中には,

手続の複雑さを批判する者もいる｡ しかし, 付則

A 1 で複雑な手続が定められたのは, CAC の決

定に対する司法審査を困難にし (訴訟に持ち込ま

れたのはわずかに 8 件にすぎず, 受理された 6 件の

うち 5 件では CAC の判断が支持された)63), イギリ

スの制度がアメリカの経験した問題に悩まされな

いようにするための念入りな戦略なのである｡

団体交渉への第 3 のサポートは, 組合活動や組

合の義務を果たすためのタイム・オフを認めてい

ることである (組合役員は有給, 組合員は無給とさ

れる；1992 年労働組合労働関係統合法 168 条および

170 条)｡ 第 4 のサポートとしては, 使用者が, 団

体交渉に関する情報を組合に提供するよう義務づ

けられていることが挙げられる (同法 181 条)｡

2 労働協約の法的効果

労働協約自体は原則として法的拘束力をもたず

(1992 年労働組合労働関係統合法 179 条)64), 一般的

拘束力もない｡ しかし, 以下の 2 つの条件が満た

される場合には, 個別雇用契約を通じて法的拘束

力をもつことができる｡ 第 1 に, 個別契約中に,

協約の条件を個別契約に編入するという橋渡し条

項が存在していること (明示的なものでも黙示的な

ものでもよく, 慣行も含む)｡ 第 2 に, 条件それ自

体が集団的または手続的な条件とは区別される,

個別化に適合的なものであること (たとえば, 剰

員選定手続65)や, 懲戒処分および苦情処理手続66)な

ど)｡

このように, イギリスの労働協約は個別契約か

ら法的効力が導かれるため, 大陸法システムとは

異なる 3 つの特徴がある｡ 第 1 に, 契約中に橋渡

し条項さえあれば, 組合員か否かにかかわらず労

働協約の適用がある｡ 第 2 に, 労働協約は最低限

の権利としては機能せず, 使用者と被用者は自分

たちが協約条件に拘束されないことを合意するこ

とができる｡ 第 3 に, 使用者がすでに個別契約に

編入されている協約条件の効力を排除しようとす

る場合には, 協約ではなく個別契約自体を修正し

なければならない67)｡ なお, 2002 年時点では, 労

働協約によって賃金が決定されている被用者は約

870 万人で, 全体の 36％にあたる68)｡

3 情報提供および協議

1 特定の事項に関する情報提供・協議

初期の EC 指令では, 使用者が, ｢加盟国の

法と慣行によって規定される被用者代表｣ や69),

｢労働者代表｣70)を対象に, 情報提供や協議をすべ

き義務が規定されていた (集団剰員整理解雇指令

および企業譲渡指令)｡ イギリスはこの義務を, 使

用者に対して承認組合との協議を要求するという

立法によって果たしていた71)｡ 最初の指令が発効

した 1970 年代後半にはその方法で十分であった

が, 過去 20 年にわたって組合承認数が減少し続

けたことによって, 労働者の約半数については指

令が十分に適用されていないことが問題になって

きた｡ そこで, 欧州委員会は欧州司法裁判所に訴
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訟を提起し, 使用者が組合の承認を拒否した場合

に何らの労働者代表も担保していないイギリスは

両指令に違反していると主張した (Case C-382/93

Commission v UK72), Case C-383/92 Commission v

UK)｡ これに対してイギリス政府は, EC 指令で

は労働者代表は ｢加盟国の法と慣習によって規定

された代表｣ と定義されており, イギリスにおけ

る労働者代表は伝統的に使用者の自発的承認に基

づいているのであるから, 組合を承認しない使用

者は同指令の義務に服さないと反論した｡

欧州司法裁判所はこの主張を斥け, イギリスの

指令違反を認定した｡ Davies の指摘によれば,

この判決は, 加盟国が集団的代表制度を EU 法の

規範に合致させるよう要求した, はじめての判断

であった｡ これによって, イギリスは, 承認組合

に代表されない労働者に関する新たな集団的代表

制度を構築しなければならなくなった73)｡ これは

組合承認制度について複雑な問題が提起されたこ

とになるが, ｢企業における被用者代表のための

国内法システムの完全な調和｣74)までを要求する

ものではなかったため, イギリス政府はその達成

方法について広範な裁量を維持していた｡

イギリスの最初の対応は, 集団剰員整理手続と

企業譲渡手続に関する CRATUPE 規則75)の制定

にみることができる｡ 使用者は, 被用者の ｢適切

な代表｣ (集団剰員整理の場合) や ｢影響を受ける

被用者｣ (企業譲渡の場合) と協議しなければなら

ないとされた｡ このうち, ｢適切な代表｣ は, 以

下のように定義されている｡

(a)対象となる被用者によって選出された被

用者代表, あるいは,

(b)対象となる被用者が使用者によって承認

された自主的労働組合に代表される被用者

である場合は, 当該労働組合の代表76)｡

当初は, 使用者はこのどちらと協議するかを選

択することができた77)｡ しかし, この ｢消極的な,

最低限の｣78)規則には, 多くの反対意見もあった｡

たとえば TUC は, 承認組合が無視され, 確立し

た労使関係の侵食につながると主張した｡ もっと

も, 現労働党政権下では修正が加えられ, 承認組

合の代表に優先権が与えられた｡ 現在では, 選挙

で代表が選ばれるのは承認組合がない場合に限ら

れる｡

とはいえ, 新たな集団的労働者代表制度が構築

されたことで, 同規則がシングル・チャンネルへ

の最初の実質的な侵食となったことは間違いな

い79)｡ この新たなアプローチは, ｢修正されたシ

ングル・チャンネル｣80)または ｢シングル・チャ

ンネル・プラス｣81)などと表現される｡ ただし,

この制度については批判も少なくない｡ 特に, 選

挙で選ばれる代表に関して常設の制度が要求され

ず, その都度の選出でよいとされていることは,

選挙プロセスそれ自体が情報提供・協議のための

時間を費やしてしまうことにつながる｡ また, 選

挙を行う手段も規則では規定されず, 使用者と被

用者に委ねられている82)｡ さらに, 誰が選出され

るべきかについての制限もない｡ したがって, 選

出代表は被用者である必要もないのである83)｡

2 情報提供・協議に関する一般的メカニズム

情報提供・協議の分野における近年の EU 立法

の 中 で は , 欧 州 労 使 協 議 会 (EWC) 指 令

(94/95/EC)84)と, 国内レベルの情報提供・協議に

関する一般的枠組指令 (2002/14)85)の 2 つが最も

重要である｡ イギリスは, 両指令を TICE 規則お

よび ICE 規則86)の制定という形で実行している｡

まず, EWC 指令は, EU 規模の企業または企業

グループであって87), 現在 28 カ国にかけて 1000

人以上の被用者を有していて88), かつ異なる加盟

国においておのおの少なくとも 150 人の被用者を

雇用する 2 つ以上の事業所89)を有するところで

は90), 欧州労使協議会 (EWC) または被用者への

情報提供・協議のための手続 (ICP) を設けるこ

とを要求している｡ これに対して, 情報提供・協

議に関する一般的枠組指令は, 非常に簡略で規定

も少なく, ほとんどすべての詳細が加盟国または

産業レベルの労使当事者に委ねられている｡ しか

しこの指令はイギリスの労働者代表制度の様相を

変化させる ｢鍬入れ｣91)となる可能性があるため,

その効果が注目される｡

ICE 規則では承認組合に優先権が与えられてい

ない｡ そのかわりに, 労働者への情報提供・協議

に関して 3 つの方法が規定された (図 2 参照)｡

すなわち, 既存協定 (pre-existing arrangement;

PEA), 交渉協定 (negociated agreement; NA),
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そして, これら 2 つのルートが閉ざされた場合の,

同規則所定の標準情報提供協議手続 (standard

I&C provision) である｡ PEA と NA は個別被用

者への情報提供・協議でもよく, 標準手続のみが

選挙された労働者代表への情報提供・協議を要求

している｡ 標準手続では, 集団剰員整理指令と同

じく ｢合意に達するような｣ 強力な協議が予定さ

れ, 協議と団体交渉との境界線が曖昧になってい

る｡ これに対して, PEA と NA では協議以上の

ものは要求されず, より弱い形態の協議が想定さ

れている｡

4 制定法の定める調整

集団剰員整理や企業譲渡の際の労働者代表制度

を構築した CRATUPE 規則 (前述) は, 労働時

間指令や両親休暇指令, 有期労働指令といった新

たな EC 指令実行の先鞭をつけた｡ これら 3 つの

指令では, 産業レベルの労使当事者92)に一定の役

割が与えられている｡ たとえば, 有期契約の濫用

に関するコントロールや, 育児休暇適用のルール

の拡充などである｡ また, 労働時間指令では, 休

憩や深夜労働, 日ごとの休息時間などに関する指

令の基準を逸脱する (引き下げる) ことも認めら

れた｡ これに加えて, 制定法によって逸脱を定め

ることも認められている｡

では, イギリスはどのような労働者参加メカニ

ズムを構築したのだろうか｡ その好例が, 労働時

間規則である｡ ここでは, まず, ｢関係協定 (rele-

vant agreement)｣ と総称される 3 種類の合意が

想定されている｡ 関係協定とは, ｢ある労働者に

関して, その者に適用される従業員協定か, その

者と使用者間の契約の一部を構成する労働協約の

条項, または, 労働者と使用者間で法的に履行強

制可能なその他の合意｣93)と定義される｡ このう

ち, ｢従業員協定 (workforce agreement)｣ は,

｢労働協約によって設定された労働条件｣ の適用

がない労働者と使用者との合意と定義されており,

労働協約が優越することがわかる94)｡

そして, 有効な ｢従業員協定｣ となるには, 以

下の要件が満たされなければならない｡
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図２　協議方法の設定──フローチャート 

注：このフローチャートは，情報提供・協議のための方法を決定するプロセスの概要をあらわしたものである。
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●書面で,

● 5 年を超えない一定期間の効力を有し,

●労働者の中で関係する者すべて (労働協約

の適用がある者以外｡ これらの者については

使用者は承認組合を無視することはできない)

または特定のグループに属する労働者の中

で関係する者すべてに適用され,

●労働者代表または適切なグループの代表に

よって署名されていること (協定が最初に

署名可能な状態になった時点で, 労働者代表

が誰も関係労働者にあたらない場合を除く)｡

ただし, 協定が最初に署名可能な状態になっ

た時点で使用者が 20 人以下の労働者しか

雇用していない場合は, 適切な代表か労働

者の過半数によって署名されていること

(後者は ｢多数合意｣ と称される)｡

このように, 労働者が 20 人以下のところでは,

いわゆる直接代表制が採用されている｡ すなわち,

代表を通じてではなく, 個々の労働者自身が使用

者と ｢従業員協定｣ という名の合意に至ることが

ある｡ このほか, 関係協定には ｢労働者と使用者

間で法的に履行強制可能なその他の書面による合

意｣ (規則 2 条 1 項) も含まれている｡ これによっ

て, 本来集団的に合意されるはずの規範が, 個別

合意に置き換えられてしまう可能性がある｡ 分権

化の追及は, ときに容易に個別化につながるので

ある｡

次に, ｢労働者の代表｣ とは, ｢関係する労働者

を代表する者として適切に選出された者｣ とされ

る (同規則付則 2 の 1 項)｡ ｢グループの代表｣ と

は, ｢特定のグループの構成員の代表として, 適

切に選出された者｣ である｡ そして, それらの代

表は, 選挙が同付則 3 項の要件を満たした場合に

｢適切に選出された｣ と認められる｡ 同規則では,

選挙方法も規定されてはいるが95), 労働組合の役

員選挙の規定などに比べれば, ずっと簡略である｡

そのため, 使用者は誰が選出されるべきかについ

て強い影響力を発揮することができるし, 投票操

作に関する制裁も設けられていない96)｡ したがっ

て, こうして選出された代表が欧州司法裁判所の

UEAPME 事件判決97)で示された代表性基準を満

たしているかは問題となろう｡

なお, 同規則における労働者代表は, 集団剰員

整理や企業譲渡の場面における被用者代表と同様

の保護を受ける｡ たとえば, 代表としての活動を

理由として不利益取扱いや解雇をされない権利や,

剰員対象として選定されない権利は認められてい

るが (規則 31 条, 32 条), 代表活動のためのタイ

ム・オフの権利はない｡

最後に, 従業員協定や個別合意は, どのような

法的効果をもつのであろうか｡ まず, これらが交

渉を経ている場合は, 労働協約と同様に考えられ

る｡ 独立した外部の代表者による交渉でない点や,

使用者が同意しない場合の制裁などに労働協約と

の違いはあるものの, 個別契約への編入を通じて

か, または制定法の定めによって法的拘束力が導

き出される｡

従業員協定の導入は画期的ではあったが, 施行

状況の研究によれば, 手続の複雑さやイギリス独

特の労使関係文化のせいで, まれにしか利用され

ていないようである｡ 多くの企業で自発的な共同

委員会が根づいてきているにもかかわらず, それ

らの組織が (大陸ヨーロッパ諸国で事業所委員会や

企業委員会が担っているような) 職場の労働条件に

関する交渉を行うという文化がないのである｡

Ⅳ 労働者代表の担い手の変化に対する
労働組合の対応

大陸ヨーロッパモデルの労働者代表制度の特徴

は, 少なくとも制度上, 労働組合と労働者代表の

機能が区別されている点にある｡ すなわち, 組合

は職場外で産業レベルの協約に関する交渉をおこ

なっており, 労働者代表は職場内で人事などの問

題を扱っている｡ したがって, この 2 つの組織は

相互補完的な役割を果たしている｡ これと対照的

に, イギリスでは主に企業または工場・事業所レ

ベルで団体交渉が行われているため, 労働者代表

の ｢余地｣ が残されていない｡ さらに, 組合間に

は, 不正な手段による組合員の獲得を阻止するた

めの協定 (TUC の紛争処理委員会の定める, いわゆ

るブリドリントン原則) が存在するが, 組合とそ

の他の労働者代表間の争いにはルールがない｡ し

たがって, イギリスでは, いかなる第 2 のチャン
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ネルも組合に対する脅威とみなされ, 団体交渉を

侵食する危険があると捉えられがちである｡ また,

組合には国家や使用者から独立しているという自

負があるため, 使用者の影響を受けやすいその他

の労働者代表を低次の存在とみる傾向がある｡

しかし, ICE 規則の施行の過程で, 組合の第 2

のチャンネルに対する見解や, 組合と使用者団体

(CBI) や政府との関係が変わりつつあることが浮

き彫りになった｡ たとえば Hall は, 通商産業省

が, 指令を国内法化する規則の大枠を決定するた

めに, CBI と TUC の代表と協議する場を設けた

ことに着目する98)｡ これは, イギリスにとっては

新たな動きであった｡ 特に TUC は, 全国レベル

の労使が枠組合意に到達することで, イギリスの

立法のあり方を変化させられる政治的好機とみて

いた｡ そして, CBI, TUC の双方とも, 情報提

供・協議スタッフに関して既存の企業慣行を懸命

に維持しようとしたのである｡

それでは, EU レベルおよび国内レベルにおけ

る集団的労働法の発展は, 個別化への動きを止め

るのであろうか｡ その答えは, どちらでもありう

る｡ 情報提供・協議を強調することで集団的な労

働者代表制度自体は維持されようが, その集団的

代表はもはや組合の排他的領域ではない｡ しかし,

この ｢修正されたシングル・チャンネル｣ は, 大

陸モデルとイギリスの伝統との緊張関係を緩和す

るのに役立っている｡ 全ヨーロッパレベルで両親

休暇やパートタイム, 有期契約労働といった問題

に関して労働協約が締結されたことは, 集権的な

団体交渉だけでなく, 協約を実行するための事業

所レベルの分権的な交渉を活性化することにもなっ

た｡ 他方, EU は団結の自由やストライキ, ロッ

クアウトについて規制権限を有していないために,

EU 法上, 完全な形の集団法秩序を構築すること

ができないでいる｡ しかし, 1998 年人権法によっ

て欧州人権条約がイギリスの国内法へ統合された

ことは, この問題を解決する ｢ヨーロッパの魔法

の杖｣ となりうる99)｡

多くの論者は, EU レベルの議論の大部分は市

場の統合に関する経済的必要性からなされてお

り100), そのため個人や集団の社会権の構築が不完

全なままになっていると指摘する｡ 他方では, 有

効な集団的権利は経済的成功の果実であるだけで

なく, 成功を生みだす社会の不可欠な構成要素で

もあると論じる者もいる101)｡ イギリス政府もこの

ことを認識しはじめている｡ 法定組合承認手続の

ための提案の中で, 政府は, 組合のヴォイスを利

用したいという被用者に配慮することで ｢経営側

も利益を得る｣ と認めた｡ さらに, ｢経営者が被

用者の望みを打ち砕くようでは, 変革と競争力を

手に入れる変化のためのパートナーシップを確立

することはできない｣ とも付言されている102)｡
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